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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ホバリングから水平飛行への効率的かつ安全な
移行を可能にした飛行体を提供する。
【解決手段】飛行体１は、主翼などの揚力発生部１００
と、飛行及びホバリング可能な推力発生部１０４と、少
なくともホバリング時において揚力発生部が飛行方向に
対して正の迎角を維持可能となるように、記揚力発生部
及び前記推力発生部を変位可能に接続する接続部とを備
えている。かかる構成により、ホバリング時から水平飛
行移行へと安全に移行することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　翼部と当該翼部に設けられた推力発生部とを備える飛行部と、
　前記飛行部を支持する機体部と
　前記機体部と独立変位可能な搭乗部と
を備える有人飛行体。
【請求項２】
　請求項１に記載の有人飛行体であって、
　前記搭乗部は、前記機体部の向きにかかわらず、所定の方向を向くように維持される、
有人飛行体。
【請求項３】
　請求項２に記載の有人飛行体であって、
　前記推力発生部は、前記翼部の前縁よりも前に設けられており、
　前記飛行部は、上昇時を含む第１の状態において前記翼部の前縁を上方に向けると共に
前記推力発生部が少なくとも上方向への推進力を生じるように機能させ、水平飛行時を含
む第２の状態において前記翼部の前縁を前方に向けると共に前記推力発生部が少なくとも
前方向への推進力を生じるように機能させるように、これらの状態を変位可能に構成され
ている、
有人飛行体。
【請求項４】
　請求項３に記載の有人飛行体であって、
　前記第１の状態又は前記第２の状態の少なくともいずれかにおいて、前記機体部と前記
搭乗部との位置関係を一時的に固定するロック部を更に備える、
有人飛行体。
【請求項５】
　請求項３又は請求項４に記載の有人飛行体であって、
　前記翼部は、第１方向に延びる前側翼部及び後側翼部を有しており、
　前記機体部は、前記第１方向と直交する第２水平方向に延び
ており、前記前側翼部と前記後側翼部と接続しており、
　前記搭乗部は、前記機体部の略中央付近に設けられている、
有人飛行体。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５にいずれに記載の有人飛行体であって、
　前記機体部は、前記搭乗部を包含する略環状の収容部を有しており
　前記搭乗部は、前記収容部の形状に対応する略環状の形状を有していることによって、
前記略環状の周方向に独立変位可能に構成されている、
有人飛行体。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の有人飛行体であって、
　前記搭乗部の重心と、前記飛行部及び機体部を合わせた重心とは略一致する、
有人飛行体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有人飛行体に関し、特に、推力部と翼部とが変位可能に接続されるものに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　ローター（回転翼）と主翼を備えた航空機として、所謂ティルトロータ方式及びティル
トウイング方式の２つの方式が知られている。
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【０００３】
　特許文献１には、主翼は本体部に固定されており、モータを含むローター全体が垂直方
向及び飛行方向の範囲で変位可能に構成されている航空機が開示されている（ティルトロ
ータ方式）。
【０００４】
　一方、特許文献２には、主翼と本体部とが垂直方向及び飛行方向の範囲で変位可能に構
成されており、モータ及びロータ全体は主翼に固定されている航空機が開示されている（
ティルトウイング方式）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２０１３－５０１６７７号公報
【特許文献２】特開２０１７－８１３６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１の技術によれば、上昇時において主翼がプロペラ後流の広範囲に入ることか
ら主翼に飛行効率が悪い。また、ホバリングから水平飛行への移行時においては、主翼が
負の迎角（ゼロ揚力角）となる。即ち、主翼による揚力発生に必要な水平方向への推力が
得られるまでの間、機体は下降する危険性がある。
【０００７】
　特許文献２の技術によれば、主翼全体が変位することから風の抵抗を受けたりと不安定
である。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、ホバリングから水平飛行への効率的
かつ安全な移行を可能にした有人飛行体を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によれば、
　揚力発生部と、
　飛行及びホバリング可能な推力発生部と、
　少なくともホバリング時において前記揚力発生部が飛行方向に対して正の迎角を維持可
能となるように前記揚力発生部及び前記推力発生部を変位可能に接続する接続部とを備え
る、
飛行体が得られる。
【発明の効果】
【００１０】
　この発明によれば、ホバリングから水平飛行への効率的かつ安全な移行を可能にした飛
行体を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態に係る有人飛行体の図である。図示される飛行体は着陸時の
状態である。
【図２】本発明の実施の形態に係る有人飛行体を説明する図である。図示される飛行体は
上昇時の状態である。
【図３】本発明の実施の形態に係る有人飛行体を説明する図である。図示される飛行体は
進行方向への飛行状態である。
【図４】図２の飛行体を上から見た図である。
【図５】図３の飛行体を上から見た図である。
【図６】本発明の有人飛行体の概念図である。
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【図７】本発明の有人飛行体の他の概念図である。
【図８】本発明の有人飛行体の機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本実施の形態による発明は、以下の構成を備える。
［項目１］
　翼部と当該翼部に設けられた推力発生部とを備える飛行部と、
　前記飛行部を支持する機体部と
　前記機体部と独立変位可能な搭乗部と
を備える有人飛行体。
［項目２］
　項目１に記載の有人飛行体であって、
　前記搭乗部は、前記機体部の向きにかかわらず、所定の方向を向くように維持される、
有人飛行体。
［項目３］
　項目２に記載の有人飛行体であって、
　前記推力発生部は、前記翼部の前縁よりも前に設けられており、
　前記飛行部は、上昇時を含む第１の状態において前記翼部の前縁を上方に向けると共に
前記推力発生部が少なくとも上方向への推進力を生じるように機能させ、水平飛行時を含
む第２の状態において前記翼部の前縁を前方に向けると共に前記推力発生部が少なくとも
前方向への推進力を生じるように機能させるように、これらの状態を変位可能に構成され
ている、
有人飛行体。
［項目４］
　項目３に記載の有人飛行体であって、
　前記第１の状態又は前記第２の状態の少なくともいずれかにおいて、前記機体部と前記
搭乗部との位置関係を一時的に固定するロック部を更に備える、
有人飛行体。
［項目５］
　項目３又は項目４に記載の有人飛行体であって、
　前記翼部は、第１方向に延びる前側翼部及び後側翼部を有しており、
　前記機体部は、前記第１方向と直交する第２水平方向に延び
ており、前記前側翼部と前記後側翼部と接続しており、
　前記搭乗部は、前記機体部の略中央付近に設けられている、
有人飛行体。
［項目６］
　項目１乃至項目５にいずれに記載の有人飛行体であって、
　前記機体部は、前記搭乗部を包含する略環状の収容部を有しており
　前記搭乗部は、前記収容部の形状に対応する略環状の形状を有していることによって、
前記略環状の周方向に独立変位可能に構成されている、
有人飛行体。
［項目７］
　項目１乃至項目６のいずれかに記載の有人飛行体であって、
　前記搭乗部の重心と、前記飛行部及び機体部を合わせた重心とは略一致する、
有人飛行体。
【００１３】
　次に、図を参照して、本発明の実施の形態による飛行体について説明する。
【００１４】
＜構造＞
　図１に示されるように、本実施の形態による有人飛行体１は、概略、飛行部１０と、機
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体部２０と、搭乗部３０とを備えている。飛行部１０は、翼部１００と、当該翼部１００
に設けられた推力発生部１０２と、プロペラ１０４とを備えている。機体部２０は、飛行
部１００を支持する。図２及び図３を比較して理解されるように、機体部２０（及び当該
機体部２０に固定された飛行部１０）と、搭乗部３０とは独立変位可能に構成されている
。
【００１５】
　図１及び図４に示されるように、本実施の形態による有人飛行体１は、上から見た場合
にＨ字形状を有している。即ち、有人飛行体１は、前後に設けられた２つの飛行部１０と
、これらを接続する機体部２０（及び搭乗部３０）とを備えている。
【００１６】
　上述したように、飛行部１０は、翼部１００と、モータ１０２と、プロペラ１０４とを
備えている。なお。以下の説明においては、図におけるＸ軸、Ｙ軸及びＺ軸と、方向との
対応は次の通り対応する。
　　Ｘ軸：第１水平方向（＋Ｘ方向：左、－Ｘ方向：右）
　　Ｙ軸：第２水平方向（＋Ｙ方向：前、－Ｙ方向：後）
　　Ｚ軸：垂直方向（＋Ｚ方向：上、－Ｚ方向：下）
【００１７】
　翼部１００は、Ｘ方向に延びており、モータ１０２によって揚力を発生させる部位であ
る。初期状態（図１に示される状態）では、前縁が上、後縁が下を向いている。翼部１０
０は、前側の翼部１００と後側の翼部１００とで構成されている。
【００１８】
　推力発生部１０は、プロペラ（推力発生部）１０４を回転させることにより推力発生部
１０からて前方への推進力を生みだす。
【００１９】
　モータ１０２は、はエンジン等により置換することが可能である。プロペラ１０４は、
モータによって駆動可能であり、時計方向に及び／または反時計方向に、モータ１０２の
回転軸（例えば、モータの長軸）の周りに回転する。
【００２０】
　本実施の形態おいて、モータ１０２は、プロペラ１０４を、すべて同一方向に回転可能
であるし、独立して回転することも可能である。プロペラ１０４のいくつかは一方の方向
に回転し、他のプロペラ１０４は他方方向に回転する。プロペラ１０４を構成するブレー
ドは、同一回転数ですべて回転することも可能であり、夫々異なる回転数で回転すること
も可能である。回転数は移動体の寸法（例えば、大きさ、重さ）や制御状態（速さ、移動
方向等）に基づいて自動又は手動により定めることができる。
【００２１】
　プロペラ１０４は、モータ１０２からの出力を受けて回転する。プロペラ１０４が回転
することによって、有人飛行体１を地面Ｇから離陸させ、水平移動させ、目的地に着陸さ
せるための推進力が発生する。なお、プロペラ１０４は、右方向への回転、停止及び左方
向への回転が可能である。
【００２２】
　本発明のプロペラ１０４は、ブレードは細長い形状を有している。任意のブレード（回
転子）の数（例えば、１、２、３、４、またはそれ以上のブレード）でよい。また、ブレ
ードの形状は、平らな形状、曲がった形状、よじれた形状、テーパ形状、またはそれらの
組み合わせ等の任意の形状が可能である。
【００２３】
　なお、ブレードの形状は変化可能である（例えば、伸縮、折りたたみ、折り曲げ等）。
ブレードは対称的（同一の上部及び下部表面を有する）または非対称的（異なる形状の上
部及び下部表面を有する）であってもよい。
【００２４】
　ブレードはエアホイル、ウイング、またはブレードが空中を移動される時に動的空気力
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（例えば、揚力、推力）を生成するために好適な幾何学形状に形成可能である。ブレード
の幾何学形状は、揚力及び推力を増加させ、抗力を削減する等の、ブレードの動的空気特
性を最適化するために適宜選択可能である。
【００２５】
　機体部２０は、前側の翼部１００の中央から後方に延びており、後側の翼部１００の中
央に接続されている。
【００２６】
　本実施の形態による機体部２０は、カーボン、ステンレス、アルミニウム、マグネシウ
ム等またはこれらの合金又は組合わせ等から適宜選択される素材で形成することが可能で
ある。
【００２７】
　本実施の形態によるモータ１０２及びプロペラ１０４（以下、「モータユニット」とい
う）は、機体部２０に固定されている。図１に示されるように、翼部１００と、機体部２
０とは、所定の角度θｆをなしている。θｆは、４５°≦θｆ＜９０°の範囲内であり、
好ましくは、５０°≦θｆ≦７０°である。θｆは、水平移動時（図３参照）に推力発生
部による推力が水平方向の成分を有するように構成される。
【００２８】
　図１に示されるように、地面Ｇｒと、機体部２０とは、所定の角度θｇをなしている。
θｇは、０°＜θｆ＜４５°の範囲内であり、好ましくは、１０°≦θｆ≦３０°である
。θｇは、水平移動時（図３参照）に推力発生部による推力が水平方向の成分を有するよ
うに構成される。
【００２９】
　本実施の形態によるモータユニットは、機体部２０に固定されていたが、所定条件下で
可変としてもよい。即ち、図１において、θｆを上述した範囲（４５°≦θｆ＜９０°、
好ましくは、５０°≦θｆ≦７０°）において可変としてもよい。
【００３０】
　機体部２０は、搭乗部３０を包含する略環状の収容部を有している。収容部は、機体部
２０の略中央付近に設けられている。
【００３１】
　搭乗部３０は、収容部の形状に対応する略環状の形状を有しており、収容部の内側に位
置している。搭乗部３０と収容部とは、略環状の周方向に独立変位可能に構成されている
。
【００３２】
　　本実施の形態においては、搭乗部３０の重心Ｇと、飛行部及び機体部を合わせた重心
を通る仮想的な（回転）軸とは一致する。かかる構成により、搭乗部３０は、機体部２０
の向きにかかわらず、所定の方向を向くように（図示しない搭乗者が垂直方向を向くよう
に）維持される。
【００３３】
　＜飛行形態＞
　続いて、図１乃至図３を参照して、飛行時の形態及び変形について説明する。
【００３４】
　本実施の形態によるプロペラ１０４は、翼部１００の前縁よりも前に設けられている。
図１に示される着陸状態において、翼部１００の前縁を上方に向けると共に、モータユニ
ットが少なくとも上方向への推進力を生じる向きとされている。脚部２０２と後側翼部（
及びモータ１０２）は、着陸時に有人飛行体１を支える部位として機能する。
【００３５】
　図２及び図４に示されるように、垂直離陸時においても同様に、翼部１００の前縁を上
方に向けると共に、モータユニットが少なくとも上方向への推進力を生じ垂直に上昇する
。
【００３６】
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　図２及び図３に示されるように、垂直離陸（図２）から水平移動（図３）へ移行する際
に、機体部２０が、図の両矢印のように、周方向に変位することにより、後傾から前傾へ
と変位する。この際、搭乗部３０は、同じ方向を向いたままとなる。
【００３７】
　図３及び図５に示されるように、水平移動時においては、機体部２０は、水平方向と所
定の角度θｈをなす。θｈは、０°＜θｆ＜４５°の範囲内であり、好ましくは、１０°
≦θｆ≦３０°である。θｈは、水平移動時（図３参照）に推力発生部による推力が水平
方向の成分を有するように構成される。即ち、図５に示されるように、翼部
の前縁を前方に向けると共に前記推力発生部が少なくとも前方向への推進力を生じるよう
に機能させるように、これらの状態を変位可能に構成されている
【００３８】
　下降時においては、再び、翼部１００の前縁を上方に向けると共に、モータユニットが
少なくとも上方向への推進力を弱めながら下降を開始する。
【００３９】
　本実施の形態においては、着陸時及び上昇時において、図１に示されるように、搭乗部
の向き（θｆ）を機体部２０に固定するためロック機構が設けられている。また、水平移
動時において、図３に示されるように、搭乗部の向き（θｈ）を機体部２０に固定するた
めロック機構が設けられている。
【００４０】
＜概念説明＞
　図６及び図７を参照して、本発明の概念を説明する。本発明は、飛行部１０と、機体部
２０と、搭乗部３０との３つの要素として観念できる。飛行部１０は、翼部及びモータ等
の上昇や飛行に必要な推進力を得る部位である。機体部２０は、飛行部１０と搭乗部３０
とを連結する部位である。搭乗部３０は主に人が搭乗するためのものであるが、荷物等の
物品を載せることとしてもよい。この場合、有人飛行体１は、無人運航を行うために外部
制御又は自動飛行制御を行う。
【００４１】
　図７に示されるように、搭乗部３０は、機体部２０と少なくともθｇ及びθｈの範囲で
変位可能に構成されている。水平方向を０°とした場合、機体部２０は、±９０°未満の
範囲で、当該搭乗部３０の週方向に変位可能である。
【００４２】
＜一般的構造＞
　上述した飛行体は、例えば、図８に示されるような構成を有していてもよい。
【００４３】
　フライトコントローラは、プログラマブルプロセッサ（例えば、中央演算処理装置（Ｃ
ＰＵ））などの１つ以上のプロセッサを有することができる。
【００４４】
　フライトコントローラは、図示しないメモリを有しており、当該メモリにアクセス可能
である。メモリは、１つ以上のステップを行うためにフライトコントローラが実行可能で
あるロジック、コード、および／またはプログラム命令を記憶している。
【００４５】
　メモリは、例えば、ＳＤカードやランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）などの分離可能な
媒体または外部の記憶装置を含んでいてもよい。カメラやセンサ類から取得したデータは
、メモリに直接に伝達されかつ記憶されてもよい。例えば、カメラ等で撮影した静止画・
動画データが内蔵メモリ又は外部メモリに記録される。
【００４６】
　フライトコントローラは、飛行体の状態を制御するように構成された制御モジュールを
含んでいる。例えば、制御モジュールは、６自由度（並進運動ｘ、ｙ及びｚ、並びに回転
運動θｘ、θｙ及びθｚ）を有する飛行体の空間的配置、速度、および／または加速度を
調整するために飛行体の推進機構（モータ等）を制御する。制御モジュールは、搭載部、



(8) JP 2020-108997 A 2020.7.16

10

20

30

40

50

センサ類の状態のうちの１つ以上を制御することができる。
【００４７】
　フライトコントローラは、１つ以上の外部のデバイス（例えば、端末、表示装置、また
は他の遠隔の制御器）からのデータを送信および／または受け取るように構成された送受
信部と通信可能である。送受信機は、有線通信または無線通信などの任意の適当な通信手
段を使用することができる。
【００４８】
　例えば、送受信部は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエリアネットワ
ーク（ＷＡＮ）、赤外線、無線、ＷｉＦｉ、ポイントツーポイント（Ｐ２Ｐ）ネットワー
ク、電気通信ネットワーク、クラウド通信などのうちの１つ以上を利用することができる
。
【００４９】
　送受信部は、センサ類で取得したデータ、フライトコントローラが生成した処理結果、
所定の制御データ、端末または遠隔の制御器からのユーザコマンドなどのうちの１つ以上
を送信および／または受け取ることができる。
【００５０】
　本実施の形態によるセンサ類は、慣性センサ（加速度センサ、ジャイロセンサ）、ＧＰ
Ｓセンサ、近接センサ（例えば、ライダー）、またはビジョン／イメージセンサ（例えば
、カメラ）を含み得る。
【００５１】
　本発明が念頭に置いている課題の例は次のとおりである。
・軽量化
・高い着陸信頼性
・乗員起因の前後重心移動対策(VTOLは、特に前後が長くなる)
・見た目の新しさ
・乗りやすさ
・着陸時の強風対応
・生産性
・拡張性(小型機～大型機・飛行部の形状)
【００５２】
　また、本発明の構成としては、次のような特徴を備えていてもよい。
・飛行部とキャビン（搭乗部）の分離変位
・飛行時におけるキャビンの固定（ロック）
・着陸モードのキャビンの後傾
・キャビンの固定位置を飛行部の重心点よりもわずかに前に置く
・着陸時の前側プロペラと後側プロペラの高低差
・キャビンにバッテリー(搭乗とバッテリー交換が同時に可能)
・飛行部にバッテリーを設ける(キャビンを小さくするとともに、投射面積を小さく出来
る)
・キャビン稼働機構が壊れても緊急着陸が可能
・接続部は側面から見た搭乗部の範囲
・接続部は重心付近
・飛行部の軸が動く
・搭載部の軸が動く
・吊り下げ式キャビン
・側面からのドアアクセスが可能
・低いキャビンステップとする
【符号の説明】
【００５３】
　１　　　　有人飛行体
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　１０　　　　飛行部
　１００　　　　翼部
　１０２　　　　モータ
　１０４　　　　プロペラ
　２０　　　　機体部
　２０２　　　　脚部
　３０　　　　搭乗部
　３０２　　　　シート

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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